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平成２５年度第１回福島県防災会議原子力防災部会議事録

１ 会議名 平成２５年度第１回福島県防災会議原子力防災部会

２ 日 時 平成２５年１１月２５日（月） １３時３０分～１５時１０分

３ 場 所 杉妻会館４階 牡丹の間

４ 出席委員 ２５名（定員３２名）

○司会

ただいまから、平成２５年度第１回福島県防災会議原子力防災部会を開会いたします。

部会長の内堀副知事が所用により欠席しておりますので、規定により、部会長より事前に

代理者として指名を受けております長谷川生活環境部長より、御挨拶いたします。

○議長（長谷川委員、以下「議長」という。）

生活環境部長の長谷川でございます。冒頭に一言、御挨拶をさせていただきます。

本日は、お忙しい中、平成２５年度第１回の福島県防災会議原子力防災部会に御出席を

頂き誠にありがとうございます。また、皆様には、東日本大震災、原子力災害からの本県

の復旧・復興に御尽力、御協力いただいておりますこと、改めて感謝申し上げます。

さて、大震災から２年８ヶ月経過いたしましたが、未だ１４万人を超える県民の方々が

県内外に避難を余儀なくされております。また、東京電力第一原子力発電所においては、

汚染された地下水の海への漏えいや地上タンクからの汚染水の漏えい、さらにはタンクエ

リアの雨水対策に係わるトラブルが発生するなど、依然厳しい状況が続いております。

これら喫緊の課題であります汚染水の問題に対応するため、国に対しては、事業者任せ

でなく国家の非常事態であるという認識のもと、国が前面に立ち責任を持って取り組むよ

う繰り返し求めるとともに、先月１５日には、知事が現地調査を行い、東京電力の社長に

対し事前のリスク管理を徹底することや、雨水対策を始め、再びトラブルが発生しないよ

う、全社を挙げてしっかり対応し結果を出すこと等を強く申し入れました。また、４号機

の使用済燃料プールからの燃料取り出し作業が先週１８日から開始されました。県民の方

々は不安をもって見ておられますことから、今月６日には、関係市町村の皆さんとの会議

を、また庁内関係課の会議を開催いたしまして、作業の進め方、そして通報連絡体制につ

いての情報共有を図るとともに、１２日、１９日、２１日には廃炉安全監視協議会等によ

る現地調査を行い、作業におけるリスク管理を徹底し、また実施状況を踏まえてリスクの

再検証を行うなど、安全を最優先に慎重かつ万全の体制で進めるよう求めたところであり

ます。明日、２６日にも廃炉安全監視協議会による現地調査を行うことにしており、引き

続き汚染水問題を始め廃炉に向けた取組を厳しく監視して参ります。これらに取り組む一

方新たな原子力災害の発生に対する備えにつきましても、今回の経験等を踏まえ、防災体

制を早急に確立するために、昨年度から地域防災計画の見直しを進めており、昨年度は、

避難や屋内退避などの防護対策を重点的に講ずる区域を、これまでの６町から１３市町村

に暫定的に拡大いたしました。また、専用回線による通信連絡網や衛星携帯電話の整備拡

充を行い、通信連絡体制の強化を図るとともに、国の指針を踏まえた避難、そして飲食物

の摂取制限基準の設定や、円滑な緊急輸送のために個人線量計等の貸与などの支援策を盛

り込むなど、この本部会議での御意見を踏まえまして、計画の見直しを図ってきてるとこ
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ろであります。 本日は、国の指針の改正を踏まえまして、緊急時モニタリングの実施体

制につきましてワーキンググループで検討し、素案をまとめましたので、本日はそれらに

ついて、御審議をお願いすることとしております。終わりに、本県の原子力防災対策の更

なる充実を図るため、皆様方には引き続き御支援・御協力、そして本日は率直な御意見を

賜りますようお願い申し上げまして、この挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろ

しくお願い申し上げます。

○司会

次に、本日の部会への出席状況ですが、配布いたしました名簿のとおり、３２名中７名

欠席との報告を頂いております。また、オブザーバーといたしまして、原子力規制庁福島

第一原子力規制事務所岳川原子力防災専門官、原子力規制庁福島地方放射線モニタリング

対策官事務所高岡所長、相馬地方広域消防本部佐々木警防課長の３名が御参加されており

ますので御報告いたします。次に、傍聴上の留意点について御説明いたします。会議中は

静粛に傍聴願います。また、携帯電話をお持ちの方は電源をお切りいただくか、マナーモ

ードへの設定をお願いいたします。その他の注意事項につきましては、お手元に配布して

ございますので御確認の上、御協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。また

本日の配付資料は、次第の下側に記載のとおりでございます。不足等ございましたら、事

務局までお知らせ願います。それでは、議事に移ります。部会長代理として、長谷川福島

県生活環境部長が議長を務めることとなりますので、よろしくお願いいたします。

○議長

それでは、議長を務めさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。それでは、

本日の審議でございますけれども、お手元の次第にありますとおり、原子力災害対策編の

修正についてでございます。 議事の（１）の見直しの進め方について、それから（２）

対策編の修正素案について、まとめて説明を申し上げ、そして質疑等を行いたいと思いま

す。事務局のほうから計画の見直しを進めることについて説明をお願いいたします。

○事務局

私、事務局を務めております、県の原子力安全対策課長の渡辺と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。

それでは私のほうから議題の（１）見直しの進め方 、それから議題の（２）計画の修

正素案について御説明をさせていただきます。少し説明の時間を頂戴いたしますので、恐

縮ですが座って御説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。

それでは、まず資料の１を御覧いただきたいと思います。資料１では今回ステップ３と

いたしまして、その見直しの進め方でございますが、これの御説明をさせていただきます。

地域防災計画、原子力災害対策編につきましては、地域防災計画の一般災害対策編、それ

から震災対策編と合わせまして、昨年度から見直しを進めているところでございます。こ

れまでの見直しといたしましては、震災、それから原子力災害の経験、教訓を踏まえまし

て、初動対応の課題を中心といたしました修正を、ステップ１として昨年１１月に行った

ところでございます。その後、昨年１０月末に策定されました、国の原子力災害対策指針

を踏まえまして、それらを踏まえた見直しを、ステップ２として、本年３月末に修正を行

ったところでございます。

具体的には資料１の（１）、（２）に記載してございますが、ステップ１といたしまし
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ては、防災対策を行う重点区域につきまして、双葉郡６町から暫定的に１３市町村の全域

に拡大させていただきました。その拡大に伴いまして、通報先の拡大、それから通信不通

時には東京電力が連絡員の派遣を行うこと、さらにはそうした拡大をされました市町村等

への衛星携帯電話の整備、それから通信手段の多重化、こういったものを規定したところ

でございます。

それからステップ２の見直しの内容といたしましては、ＰＡＺを各原発から５㎞範囲内、

それからＵＰＺを暫定重点区域、ただいま申し上げました１３市町村に設定したところで

ございまして、また緊急時の初期対応基準にこれを３区分で、記載の括弧書きにあります

ような３区分で設定をいたしました。それから、放射線等実測値による防護対策基準、こ

ういったものにつきましても、暫定ではありますが設定をさせていただく、このような見

直しをこれまで行ってきたところでございます。これらの計画上での修正を踏まえまして、

先ほど申し上げましたが、緊急時連絡網システム、あるいは衛星携帯電話、こういった通

信体制を新たに区域となりました市町村に整備するとともに、それから原子力資機材、防

災防護資機材といたしまして、サーベイメータ、個人被ばく線量計、防護服、保護マスク

などを整備してきているところでありまして、本年度につきましては、更に県の関係地方

振興局、消防本部などに緊急時連絡網システムを整備するなど、通信連絡体制、それから

資機材の充実に引き続き努めているところでございます。

続きまして、２のステップ３の進め方でございます。ステップ２に引き続きまして、原

子力災害対策指針を踏まえた見直しを進めるものといたしまして、その中で今回は緊急時

モニタリングの実施体制の見直しを行いたいというふうに考えてございます。この緊急時

モニタリング体制につきましては、震災前、従来は原発立地道県が中心となって行うもの

とされておりましたが、今般の震災そして原子力災害の経験を踏まえ、一道県だけで対応

が困難であるということから、国が各道県に緊急時モニタリングセンターを設置し、全体

を統括した上で実施するということが示されたところでございます。

このため、県といたしましてはこの緊急時モニタリングセンターの設置について、国と

連携という形をとりながら、モニタリングの実施体制につきましては、計画を修正すると

いうことになって参ります。一方、モニタリングの具体的な実施方法、それからモニタリ

ング地点の選定の考え方、こういった点につきましては、今後国のほうから具体のモニタ

リングの解説書といった形で標準的な方法が示される予定でございます。それらを踏まえ

た上で、国それから市町村の皆様と協議をしながら、私ども県のマニュアル、あるいはモ

ニタリング測定地点の地図集などを策定して参りたいというふうに考えております。

次に裏面の２ページ目を御覧いただきたいと思います。

地域防災計画、この原子力災害対策編の見直しにつきましては、当初の予定、左欄でご

ざいます。それからその旨変更、中欄、それから今回の変更案が一番右の欄にてございま

す。縦に御覧いただきたいと思いますが、当初、左の欄にありますように、大きくステッ

プ１からステップ３までの３段階にわけて進めようとしておりましたが、本年１月のステ

ップ２の検討時におきまして、当初、中段ステップ２を御覧いただきますと、その際予定

しておりました、緊急時モニタリング、これにつきましては、その時点で国の方針等が示

されていなかったために、真ん中の欄のステップ３を御覧いただきますと、このステップ

３で変更を行うということにしてございました。今般は、この真ん中のステップ３を見て
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いただきますと、当初５項目について修正等を行うということでございましたが、このう

ちの、本日は緊急時モニタリングについて検討課題とさせていただきたいと思います。他

の項目につきましては、現在のところ、今のような国の方向性が示されていない等々のこ

ともございまして、ステップ４で修正を行って参りたいというふうに考えてございます。

なお、表面にお戻りいただきますと、２の中段、「また」のところでございます。具体

的には避難基準の本格設定、あるいはその重点区域の本格設定につきましては、本県にお

きましては他県と異なりまして、現在事故炉を有していること、それから周辺地域が広く

汚染された状況にございまして、国が全国一律で策定しております、原子力災害対策指針

をそのまま適用することができないというような事情がございまして、県におきましては

国に対し、本県の実情を踏まえた指針の早期策定を強く求めてきたところでございますが、

しかしながら、現在のところ、こうした本県の実情を踏まえた指針が策定されておらず、

この段階でステップ３でのこの防災計画への反映が困難であることから、今申し上げまし

たように、ステップ４に変更をさせていただきたいということでございます。なお、県と

いたしましては、こういった要望する指針が策定する間におきましても、防災対策の空白

は許されないというふうに考えてございますので、ステップ１及び２で暫定的に重点区域

や避難等の基準を設定して対応したということを御理解いただければと思います。

次に、そのＳＰＥＥＤＩの予測結果の活用の部分でございますが、先ほど項目の中に入

ってございましたが、県といたしましてはステップ１の段階で、このＳＰＥＥＤＩにつき

ましては、予測結果それからモニタリング結果を、市町村、そして関係機関の皆様に情報

提供し、共有すること、また公表すること等を規定したところでございます。更にこのＳ

ＰＥＥＤＩをモニタリングや防護対策等に具体的にどのように活用するかにつきまして

は、現在国において検討をされているところでありますので、それを踏まえた上で計画に

詳細に記載をしていきたいというふうに考えてございます。県といたしましては、緊急時

モニタリングの範囲、あるいはモニタリング地点の検討において活用すること、あるいは

避難、屋内退避などの防護対策を行う上でも、このＳＰＥＥＤＩの予測結果を踏まえた検

討を行うことなどを考えておりますが、今申し上げましたような今後の検討状況も踏まえ

た上で、具体的にステップ４において定めることとさせていただきたいというふうに考え

てございます。

次に緊急被ばく医療等の詳細につきましては、後ほど担当の地域医療課のほうから御説

明をさせていただきたいと思います。

それでは、資料３ページ横版Ａ４ですが、今申し上げましたスケジュール的なものをイ

メージ図に表したものでございます。本日１１月２５日にこの部会で御審議を頂いたのち、

本日の意見を踏まえた修正を行いまして、それにつきまして、そのあとパブリックコメン

トを１ヶ月間ほど行う予定としてございます。また、県内の全市町村、それから関係機関

の皆様の広く意見を求めたいというふうに考えてございます。その後、それら皆様からい

ただいた御意見を踏まえまして、修正を行いまして、次回１月に予定されております部会

で、また審議を頂きたいと思います。その際には、これらと併せまして法令改正等に伴い

ます、時点修正も行いたいというふうに考えてございます。その後幹事会、それから来年

２月に予定されております防災会議の本会議において、最終的に御審議を頂きたい、この

ようなスケジュールで進めさせていただきたいというふうに考えてございます。
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それでは、緊急被ばくの医療の件に関しましては、担当の地域医療課のほうから御説明

させていただきます。

○事務局

地域医療課長の伊藤です。同じく座って説明させていただきます。

お手元の資料の横の資料、その裏を御覧いただきたいと思います。緊急被ばく医療に関

する部分ということで、今回は安定ヨウ素剤の配布についてでございます。資料の１番、

これまでの経過というところですが、原子力災害対策指針の改正ということが２５年２月、

及び６月になされました。その内容的には、いわゆるＰＡＺなりにつきましては、住民等

への事前配布、その際には医師の説明、それから副作用等の説明をする必要がある。それ

から、ＰＡＺ外のところにつきましては、自治体による事前の備蓄というところが示され

ております。ただいずれにしても、具体的にどういうことをどういうふうにするとか、そ

の具体性がまだ不十分な状況でございました。

続けて、７月、１０月にその配布、服用に関する解説書が国のほうから示されましたが、

依然こちらについても副作用発生時の対応とか、説明医師の確保について不明確な部分が

ありましたし、いずれにしてもいわゆる全国統一と言いますか、画一的な決めの中で、福

島県の特殊事情、いわゆる多くの方がまだまだ避難されているという実情、それから５㎞

圏内ということがそれで福島県に当てはまるのかとか、そういうところを、具体的なとこ

ろがまだ不明確な状況にあります。そういうところで、今回は先ほど話がありましたとお

り、ステップ３での見直しを延期しまして、ステップ４で検討させていただきたいという

ところです。今のその理由なんですが、今お話しましたとおり、指針等に事前配布や服用

の方法等について、一定の見解は示されておりますが、その中に福島県の特殊事情という

ところを汲んだ具体的な配布方法とか、実施可能な配布方法とか、そういうところがまだ

まだ不十分なところがございます。その点に関して、引き続き国とか被ばく医療の専門家

等々十分協議していく必要があるということでございます。今後、更に協議、検討を進め

ていきまして、それには当然のこと、市町村の皆様方と十分に話合いを持ち、それぞれの

意向を確認しながら進めていきたいと思います。

３番の今後のスケジュールでございます。そちらにつきましては、２５年度、今年度中

３月までに各市町村さん、そちらの御意見等踏まえながら国とのやりとりも十分行い、そ

の上で対応案として持っていきたいと思います。それについては来年度、緊急被ばく医療

協議会、それから本部会、そういうところ、それからパブリックコメント等々を踏まえま

して、幹事会、防災会議にあげて形を作っていきたいと思います。そういうことで今回は

ステップ４において、検討を更に進めていくということで御理解いただきたいと思います。

以上です。

○事務局

それでは引き続きまして、私のほうから議題の２の部分になりますが、計画の修正素

案、これの概要につきまして御説明をさせていただきます。それでは恐縮ですが、資料の

２－３をまず御覧ください。資料の２－３でございます。Ａ４版縦の資料になります。そ

れでは説明をさせていただきます。

本日開催のこの部会に先立ちまして、１０月２５日に学識経験者の皆様、委員から成り

ます本部会のワーキンググループを開催させていただきました。このワーキンググループ
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の中で、委員の皆様から、見直しにあたりましての技術的な事項等について御意見を頂き

ました。これらの御意見を踏まえまして、今回、修正の素案を作成させていただいており

ます。それでは、その際の御意見の主なものをいくつか御紹介をさせていただきたいとい

うふうに思います。

それでは、資料の中程の表にございますが、（１）のまずモニタリング体制等について

というところでございますが、「ア」では、国が体制等を明確に示していない中で、県は

どのように決めていくのか、それを明確にすべきではないかとの御意見を頂戴いたしまし

た。

県といたしましては、国が先日鹿児島県で実施いたしました、原子力総合防災訓練、そ

うした新たな体制や、原子力規制委員会の初動マニュアル、それから防災基本計画、これ

らを参考といたしまして、基本フレームとなるものを検討しているところでございますが、

今後、国が解説書を示すというふうにされてございます。そうしたものを踏まえまして、

必要な内容について、その検討状況とあわせ、県のマニュアル等にしっかりと反映しても

らいたいというふうに考えてございます。

次に、「イ」の、複合災害時のモニタリングをどのようにするのかという御指摘がござ

いました。これにつきましては、今般の災害の大きな問題点でありました。例えば現在、

そして今後整備を進めていくモニタリングポストがございますが、こうしたモニタリング

ポストにつきましては、太陽電池等の代替電源を持たせること、あるいはそのデータの通

信手段についても、複数持たせることで、そのモニタリング体制を機械化していきたいと

いうふうに考えてございます。また、道路が損壊するなどして、十分なモニタリング活動

ができない場合には、航空機によるモニタリング、こうしたものを早期に実施するなどし

て、現状状況を早期に把握することをモニタリング計画等に反映していきたいというふう

に考えてございます。

それから裏面を御覧いただきたいと思います。「カ」のモニタリング実施計画、これは

国が策定するとございますが、現地を熟知している県が中心となるのが効率的ではないか

というような御指摘を頂戴いたしました。緊急時モニタリングにつきましては、県が全般

的な事項を定めました緊急時モニタリング実施計画、これを策定いたしまして、国が事故

状況等を踏まえまして、具体的な測定地点や測定項目を、緊急時モニタリング実施計画に

定めるというふうに、２段階の計画となってございますが、やはり御指摘のとおり、具体

的な計測地点等になりますと、地元であります県、それから市町村の皆様方のほうが当然

のことながら詳しく、より実践的な計画が作れるというようなことがございまして、御指

摘のとおり、しっかりと関与していく必要があるというふうに考えてございます。そのた

め、緊急時モニタリング計画の策定段階から、実施計画をイメージしつつ進めることが大

切になりますので、国と十分協議しながら進めていきたいというふうに考えてございます。

次に、「キ」の他自治体、大学、それから関係機関、それらの方の応援要員にどのよう

な役割をお願いすべきか、それを整理すべきではないかというような御意見を頂戴いたし

ました。これにつきましては、今般の震災時の緊急時モニタリングにおきましても、北海

道、愛媛県、佐賀県等々を始めとします道府県、さらに京都大学、あるいは研究分析機関

等、多くの要員の派遣を頂戴したところでございます。

派遣の形態は様々でございました。モニタリング車両や資機材とともにチームとして派
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遣されたところ、それから県のチーム内に要員として入られたところ、様々でございまし

たが、やはりこれらの支援を効率よく活用するためにも、事前に検討しておくことが必要

であるというふうに考えてございますので、これをモニタリング計画の中でしっかり反映

して参りたいというふうに考えてございます。

次に、（２）の緊急時モニタリングセンター、いわゆるＥＭＣにつきましては、今般の

経験を踏まえ、国が設置することとされます緊急時モニタリングの拠点となります。本件

におきましては、今後、南相馬市、それから楢葉町に整備いたします、オフサイトセンタ

ー、この２つの施設にそれぞれ設置することを現在考えておりますが、この（２）の「ア」

の御意見では、福島第一と第二が同時発災した場合の対応について検討しておく必要があ

るというような御意見を頂戴いたしました。これにつきましては、オフサイトセンターの

供用開始を見据え、その運営方法と合わせましてこれもしっかり設置いたします国の方と

協議を進めていく必要があるというふうに考えてございます。

次に、「ウ」の緊急時モニタリングにおきましては、複数の組織・機関、分析機関が関

わるため、指令命令系統の明確化、あるいは指示を出すリーダーのスキル向上が重要であ

るという御指摘を頂きました。これは、実効性を高める上で非常に重要な御指摘であると

考えてございます。今回の見直しにおきましては、緊急時モニタリングのエリアを広域化

することとしておりまして、モニタリングの拠点を一つに集約するということではなく、

各機関に分散させる形をとりたいと考えておりますが、そのためにはそれぞれの機関の連

携、意思疎通が非常に重要となります。このため、研修、あるいは実践的な訓練を定期的

に行うなどによる連携の確立、それから要員の技能向上、こういったものを図っていくよ

うに努めて参りたいと考えてございます。

次に、一番下かっこの「その他」でございますが、これは後ほども改めて御説明させて

いただきますが、緊急時モニタリングの結果は避難、あるいは摂取制限等の防護対策を判

断する重要なデータでございます。しかしながら現在、食品衛生法の基準により行ってお

ります出荷制限、それと緊急時に実施される制限の基準値が異なっているというような現

状でございまして、混乱を招く恐れが指摘されているところでございます。これについて

は、法令に基づく制限となっておりますので、これにつきましても、法の協議、国との協

議をいたしながら、しっかり示すように求めて参りたいということでございます。

以上が、ワーキンググループにおいて、頂いた主な御意見であります。修正素案の取り

まとめにおいて、こうしたワーキンググループでの御意見も踏まえて、作成をしたところ

でございます。それでは、これも念頭においていただきながら、引き続き修正素案の概要

について御説明をさせていただきたいと思います。

それでは、資料の２－１を御覧ください。Ａ３版横資料になります。

今回修正ステップ３につきましては、これまで申し上げてきたとおり今回ステップ３と

いたしまして、緊急時モニタリングについて修正を行いたいというふうに考えております。

修正の項目といたしましては、まず、１の（１）でございますが、先ほど国が設置する緊

急時モニタリングセンターということをお話をいたしましたが、このセンターにつきまし

ては、その設置に対しまして協力を行うということでございます。この緊急時モニタリン

グセンターといいますのは、常設の箱物施設ということではなくて、緊急時に設置される

組織体制を意味してございますが、国は緊急事態となった場合に原子力施設、これの立地
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地域にこの組織体制を設置するということになります。その際、円滑な実施・連携を図る

ためには当然のことながら、あらかじめどこに置くのか、それから誰がそれをリードして

いくのか、それからどういったメンバーなのか、これをあらかじめ決めておくということ

が当然のことながら必要になります。そのため「ア」の設置場所につきましては、その役

割からオフサイトセンター、あるいはその道県の放射線モニタリング機関、本県でいうと

ころの原子力センターになりますが、県といたしましては震災当時、オフサイトセンター、

原子力センターとも大熊町にございました。現在はそれぞれ県の自治会館、それから福島

市の笹木野の方に移転をしてございます。いずれも、緊急時モニタリングセンターの組織

体制を収容する物理的なスペースが非常に厳しい状況にございますので、当面は県自治会

館での会議室を利用するなどして、緊急時には活動スペースを確保したいと考えておりま

す。自治会館には現在でも県の災害対策本部、それからオフサイトセンターが入居してい

ることから、連携を図る上でも現時点では最適であるというふうに考えてございます。そ

の後につきましては、先ほど申し上げましたオフサイトセンター２ヶ所、南相馬市それか

ら楢葉町に設置する予定でおります。こちらのオフサイトセンター２ヶ所に設置したいと

いうふうに考えてございますが、これらにつきましては、現在基本設計を進めている段階

でございますが、平成２７年度内には完成する予定でございまして、供用開始後はこの緊

急モニタリングセンターとしての機能は、これらのオフサイトセンターに設置したいとい

うふうに考えてございます。それからセンターの機能、「イ」でございますが、センター

の機能につきましては、この実際での緊急時のモニタリングにつきましては、国がその全

体を統括すると、それから実施方針の策定あるいは緊急時モニタリング実施計画の策定、

動員計画の策定等々を行うほか、国は海域及び空域のモニタリングを実施することとされ

てございます。県、それから市町村の皆さんにおかれましては、地域における知見、これ

を生かしまして陸上でのモニタリングが主な役割とされてございます。緊急時モニタリン

グ計画の策定、それから重点区域内でのモニタリングという住民の身近なところでの安全

確保、被ばく防護対策上極めて重要なモニタリングを行うという役割分担になってござい

ます。また、東京電力、事業者ですが、事故情報に加えまして放出源情報をこのセンター

に的確に提供する。それから、自らは敷地内の放射線モニタリングに加えまして、このた

びの原子力災害の経験を踏まえまして、本県では、施設周辺地域のモニタリングもこの事

業者が行う、そのようなこととしてございます。またこのセンターに集約されたデータに

つきましては、これまでオフサイトセンターの放射線班に報告するというふうにされてお

りましたが、当時オフサイトセンターが十分に機能しなかった、そうした経験を踏まえま

して、国の原子力災害対策本部に直接報告するというふうになってございます。今の直接

ですね、報告するというようなイメージは、右側の黄色と緑の組織図がございますが、下

の緊急時モニタリングセンターから国の原子力災害対策本部、上にございますが、そちら

に情報が提供される、報告するというふうにされてございます。

続きまして、「ウ」のセンターの構成でございますが、構成の機関といたしまして、要

員は国、それから県市町村と地方公共団体それから事業者、それからＪＡＥＡ、それから

ＮＩＲＳ、放射線医学総合研究所など、指定の公共機関から構成されるというふうにされ

てございまして、なお、センター長につきましては原子力規制庁から派遣されるというふ

うに、その方が指揮をされるということでございます。なお、このセンター長が到着する
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までの間、時間がかかる場合もございますので、その際にはモニタリング機関の長が代行

するということが想定されておりまして、本県に当てはめますと原子力センターの所長が

この代行者ということになります。もう一度その組織図の右側を御覧いただきますと、今

申し上げましたようなところが記載されてございますが、このセンターの中、構成といた

しましては、それぞれグループといたしまして企画調整、それから情報収集管理、それか

ら測定分析、そうした３グループから構成されておりまして、それぞれにグループ長がお

かれると。それから、ここにはちょっと記載してございませんがセンター長を補佐する職

員が４名置かれるというような状況になってございます。このあたりにつきましては参考

資料の４を御覧いただきたいと思います。

お開きいただきますと、３ページになりますが、横になりますけども、お開き頂きまし

て項目２番のセンターの組織図、体制図になります。現在、県の現地本部におかれていま

す体制が左側、それから改定案、ここから改定が右側に記載してございます。現在緊急時

のモニタリング班長は、県の原子力センター所長となっております。それから副班長につ

きましては当センターの次長、その下に４つのチームがおかれまして、測定チームと試料

採取チームには実働のグループが配置されているというような状況でございます。今般の

右側の改定案につきましては、センター長の下に先ほど申し上げました補佐が４名、それ

からその下に３つのグループというふうに設置される予定となってございます。ここまで

が標準的な形となりますが、本県につきましては現在の実情を踏まえまして、この測定分

析グループの下にさらに４つのチーム、これを設置したいというふうに考えてございます。

この４つのチームの役割等々につきましてはまた改めて後ほど説明をさせていただきたい

と思います。こういった組織体制を現在考えているところでございます。

それでは、恐縮ですが先ほどの資料の２－１にお戻りを頂きたいと思います。

右上の図におきまして上の小さな四角、先ほども申し上げました、これは中央の組織、

いわゆる原子力災害対策本部、国の本部になりますが、原子力災害対策本部の事務局、こ

れにつきましては緊急時対応センター、ＥＲＣというところにおかれるようになってござ

います。ここが緊急時にモニタリングを行います実施計画策定、それから実際にモニタリ

ングを行った結果、そうしたものの公表を担うということになってございます。現地にお

きましてはその下になりますが、これは県の自治会館に当面置くことを想定してございま

すが、ここのうち先ほど申し上げました企画調整、情報収集管理の２グループは、これに

つきましては自治会館、ここに設置されるということを想定してございます。それから下

側の測定分析グループでございますが、これにつきましては分析機関ということになりま

すので、県の原子力センターあるいは衛生研究所、それから農業総合センター、こうした

ところに置くことを想定してるところでございます。先ほどの説明と重複しますが、新た

なオフサイトセンターが２ヶ所供用された場合には、今ほど申し上げました県の自治会館

内にあります黄色の箇所の部分につきましては、新たなオフサイトセンター、そちらの方

に設置されるというふうに考えてございます。以上の様に国が設置します緊急時モニタリ

ングセンターを核といたしまして、今回のモニタリング体制を構築するものとしておりま

して、それらの詳細について緊急時モニタリング計画に反映していくということとしてご

ざいます。

続きまして、同じ資料２－１の(２)を御覧ください。緊急時モニタリング対象区域の拡
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大についてでございます。震災前、これまでにつきましては緊急時モニタリングの対象範

囲は各原発から左側にありますようにこの黒い丸囲みになっておりますが、各原発から１

０㎞範囲内とされておりました。今回の事故を踏まえまして、実施されました緊急時モニ

タリングにつきましても３月の１２日は１０㎞範囲内、これを対象といたしましたが、そ

の１０㎞まで影響が確認されたということもございまして、翌日からは３０㎞まで拡大し

て実施し、現在に至っているというような状況でございます。今回の計画見直しのステッ

プ１におきまして、重点区域を従来の１０㎞範囲から、実際に防護措置が講じられました

１３市町村全域に拡大したというふうに御説明いたしましたが、当然のことながら緊急時

モニタリングの対象区域はこの１３市町村の全域というふうに考えてございます。この地

域において、それが右側の黄色い部分になりますが、この地域におきまして避難や屋内退

避、さらに摂取制限などの防護対策を判断する為の緊急時モニタリング活動を行うことと

なります。さらに、皆様御承知のとおり放射性物質の影響はこの範囲を大きく超えて県内

全域に広がってございます。このため、この緊急時モニタリングにつきましては県内全域、

この水色の部分となってきますが、県内全域にも対象といたしたいというふうに考えてお

ります。今の地図でございますが、避難等の防護対策のためのモニタリングは、黄色の１

３市町村で実施、他の４６市町村 、水色の市町村におきましては緊急時において空間線

量率、こうしたものの把握をはじめ、飲食物の摂取制限、農林水産物の出荷制限、そうし

たものを判断するためのモニタリングを実施する必要があるというふうに考えてございま

す。そういった区分けになります。

続きまして、裏面を御覧いただきたいと思います。

（３）の緊急モニタリング実施体制の拡充でございます。「ア」の実施体制の拡大、こ

れにつきましては、緊急時モニタリングがこれまでの１０㎞範囲から大きく対象区域を拡

大することといたしますことから、これまでの体制では要員も含めまして対応が困難であ

るということで、体制を大きく拡大する必要があります。それから、モニタリングを開始

するあるいは結果を出すまでのスピード、それから時間につきましても、従来は、原子力

発電所の事故から例えばベントによる放出に至るまでにモニタリング活動を準備するため

の時間があるというふうに想定されてきたところでございますが、今般の原子力災害では

皆様御承知の通り、そのような時間的な余裕がございませんでした。このため、対象範囲

の広域化、それから実施の迅速化のためには、実施体制の拡大を図る必要がございます。

原子力災害を踏まえまして県におきましては、保健福祉部、それから農林水産部、商工労

働部、あるいは水道事業者に放射線モニタリングの測定分析体制というものが構築された

ところでございまして、緊急時モニタリングにおきましては避難等のための空間線量率の

把握に加えまして、飲料水、それから農林畜産物の摂取制限の判断を行う必要があること

から、 保健福祉部におきまして市町村、あるいは水道業者と連携して構築しております

飲料水、これは水道水、井戸水を含めてございますが、そうした飲料水の分析体制、ある

いは農林水産部で構築しております農林畜産物の分析体制、これらを緊急時においても活

用して参りたいと考えてございます。それから、県内全域に広がります空間線量率等の測

定につきましては、やはり、迅速に実施するという観点が非常に重要でございますので、

これにつきましては、国･県に加えまして各市町村の皆様におかれましても、役割をお願

いしたいというふうに考えてございまして、緊急時モニタリングセンターからの指示に基
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づき、モニタリングを実施、そして報告というものをお願いしたいというふうに考えてご

ざいます。それからなお、空間線量率の把握につきましては、先ほども申し上げましたよ

うに、現在はモニタリングポストあるいはリアルタイム線量計、こういった自動連続測定

装置が県内に広く設置されておりますので、できる限り緊急時においてもそれらを活用す

るということをまず考えてございます。原子力災害後に京都大学とともに開発しました、

自動車走行サーベイシステムＫＵＲＡＭＡ、こういったものもございます。こうしたもの

の活用によりできるだけ要員の省力化、あるいは測定の合理化等々を図って参りたいとい

うふうに考えてございます。また、複合災害で道路が損壊するなどした場合には、やはり

そうした車での移動測定あるいは要員による移動測定は困難ということもございますの

で、これも航空機によるモニタリングを早期に実施する、それによって状況を把握すると

いうことに努めて参りたいというふうに考えてございます。

次に「イ」の機関単位でのモニタリングについてでございますが、拡大した実施体制の

もと、緊急時モニタリングを迅速に実施するため、従来、要員につきましては一旦、震災

前ですけれども、その大熊町にありました原子力センターに参集し指示を受けて班体制を

構築、そして活動、測定分析を行うということとされてございましたが、今後につきまし

ては、この緊急時モニタリングセンターに参集いたしますのは、原則として企画調整グル

ープ、それから情報収集管理グループ、これら２つのグループの要員といたしまして、実

際のその測定分析グループにつきましては、このセンターからの指示を受けましてそれぞ

れの分析機関を中心として活動するということで、実際の活動開始するまでの時間の短縮、

あるいは結果が出るまでの時間の短縮、そうした迅速化を図るというようなことで、メリ

ットを出して参りたいというふうに考えてございます。

それらのイメージが、その中ほどにありますイメージ図、ポンチ絵になってございます。

中程の茶色い建物、これがセンターでございますが、ここに２つのグループが入ります。

ここから各機関に対してモニタリング実施の指示をし、それから右上、飲料水のモニタリ

ング、それからここにつきましては先ほど申し上げました保健福祉部等を中心に測定分析

を行われると。それが情報としてセンターに集約されると。下側、農林水産物、これも同

様でございます。それから右側の中欄になりますが、これにつきましては空間線量率を中

心とした測定につきましては、指示を受けて測定結果報告をするというようなものとなっ

てございます。今後こうしたものにつきまして指揮命令、それから連携の問題 、それか

ら分析の精度管理、そうしたものを十分検討しながらモニタリング計画に具体的に反映し

て参りたいというふうに考えてございます。

続きまして（４）の緊急モニタリング実施にあたっての課題でございますが、本県内で

は特に原子力発電所周辺から北西地域にわたりまして地表面に沈着しました放射性物質、

これにより空間線量率が震災前より高くなっているという現状でございます。このため、

国が原子力災害対策指針で設定いたしました避難等の基準、即時避難、これにつきまして

は５００μＳｖ／ｈ、それから一時移転の２０μＳｖ／ｈ、こういった指針で想定されて

いる数値がそのままその地域に適用できるのか、あるいは飲料水、農林畜産物、これにつ

いては指針による制限値、それから先ほど申し上げました食品衛生法に基づく制限値、こ

れが大きく異なってきているというような現状にもございます。こうした判断基準が大き

く変わるというような、それから現状に合わせて行わなくてはいけない、そういった考え
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ございますので、やはり現場、県民に大きな混乱をもたらす懸念があるということも想定

されます。そのため県といたしましては、暫定的放射線セシウムにつきましては食品衛生

法の基準、これを設定するものといたしまして、国に対しましては本県の実情を踏まえた

指針の策定・改定、それから法との整合性、そうしたものを求めていきたいと考えてござ

います。

それでは最後に右側を御覧いただきたいと思います。その他でございますが、その他に

つきましては防災基本計画、それから災害対策基本法が現在改正が行われておりますので、

こうしたものとの整合性を図りつつ修正するということで、次回の部会に提出する修正案

に反映して参りたいというふうに考えてございます。

最後になりますが、大きな２番。今後の見直しの進め方についてです。先ほどスケジュ

ールのところで申し上げましたが、重点区域の本格設定につきましては、これについては

引き続き次回以降での検討とさせていただきまして、それらの本県での実施を踏まえた指

針の速やかな策定、これについて求めながら計画の修正と検討を行って参りたいと考えて

ございます。それからオフサイトセンターの運営方法の検討でございますが、これにつき

ましては現在、自治会館内に設置されております暫定のオフサイトセンターが、現在事故

の応急対策、それから事後対策を行っているというような現状にございます。今後新たに

２ヶ所整備しますオフサイトセンターの供用に合わせまして、移転するというふうに先ほ

ど申し上げましたが、その際の県、市町村、関係機関の参集体制、役割分担、これらにつ

きまして検討していくということになります。また、そのオフサイトセンターを第一、第

二、それぞれの原発に設置することから、先ほど委員の方から御指摘を頂いておりました

ように、この２つの原発が同時に発災した場合についてどのように体制をとるか、そうし

たものについても検討していく必要があると考えておりまして、これは国を始め市町村の

皆様と協議を重ねながら検討して参りたいというふうに考えてございます。それから安定

ヨウ素剤の事前配布、備蓄の体制構築につきましては、先ほど地域医療課長の方から説明

があったとおりでございます。

以上、長くなりましたが議題の（１）それから（２）、これを合わせて御説明させてい

ただきましたので、御審議のほうよろしくお願いいたします。

○議長

それでは、委員の皆様から御質問等を頂きたいと思います。議事の２つについて説明が

ございました。まず１つ目、見直しの進め方につきまして、いかがでしょうか。

今回につきましては、緊急時モニタリング中心の見直しをさせていただくと、当初予定

していたものについては、国の指針と具体的なものも含めまして、今後平行して検討しな

がら次回のステップ４でということでございます。それぞれできるだけ速やかに対応すべ

き問題でありますので、次のステップ４に確実に平行して検討を進めていく必要があるの

だろうと思っております。

この点についていかがでございましょうか。そういったかたちで、今回ステップ３は進

めていいでしょうか。

今回はそういったかたちで進めさせていただきます。

合わせまして今回のステップ３での見直しということで、緊急時のモニタリングについ

て資料２－１等で内容の御説明をさせていただきました。これにつきまして、皆様方から



- 13 -

御質問、御意見等をいただければと思います。

○片桐委員

原子力機構の片桐です。御説明いただきました、緊急時のモニタリングセンターの役割

りにつきまして、原子力災害指針で基本的なものが示されていることと、現時点の福島県

での現状を踏まえているなというふうに感じます。思い出してみますと、あの当時、国が

もしくは県がそれぞれがモニタリングしなくてはいけなくて、それが一つの体制でそれが

なかなかできなくなったというのが、今回の大きな柱となって見直されているわけですが、

やはり、国が統括するという言葉だけでは前に進まないので、県民に情報を提供するとい

う県の役割が当然あろうかなと思いますので、国が今後、解説書等を示すというふうに言

っているわけですが、福島県としては、今ある状況、これからの災害に対するリスクを考

えたときに、どういう形で緊急時モニタリングをやっていくかで、国に対して示していく、

一緒になって協議していくのが必要ではないかと思います。どうしてもこういう大きな枠

組みを決めていく場合は、国がきめて、それに習ってというふうになってくるのですが、

その中で、現場があって、実効性があってという考え方に基づいて、そのような形の提言

を国に対し示していただければ、この計画が上手くいものだと思います。ぜひよろしくお

願いいたしたいと思います。質問ではなくお願いであります。

○事務局

御意見ありがとうございました。私ども、震災の経験、それを踏まえた上での実際に、

実効性のある体制作りが非常に重要であると考えてございますので、先生がいま御意見い

ただきましたように、県として、モニタリングポストのある現状、それからモニタリング

計測を行っている現状を十分含めまして、県としてこう考えていきたいと積極的に国の方

には提供しながら、これらの計画の策定に向けて、体制におきまして、しっかりと協議し

て参りたいと思います。引続き、御指導、御意見をお願いできればと思います。よろしく

お願いいたします。

○館代理（いわき市）

いわき市でございますが、資料２－１の２番、今後の見直しの進め方について３点ほど

お願いしたいと思います。

まず１点目。（１）にございます。重点区域等の本格設定でございますが、当市の場

合、市域の真ん中を３０キロのラインが通っておりまして、現在暫定では市全域というこ

とで市一帯が暫定防災体制作りが可能な御配慮を頂いておりますが、本格設定におきまし

ても、引き続き御配慮いただけますと大変ありがたいと思いますので、お願いいたします。

２点目につきましては、安定ヨウ素剤等の緊急時被ばく医療の配布体制等につきまして、

国の協議の上でできるだけ早く明確に、お示しいただければ、大変ありがたいと思ってお

ります。

３点目でございますが、当市の方で原子力の防災計画の策定にあたりまして、市内の医

療機関の方と意見調整の機会などを設けておりまして、その際医療機関側からのお願いと

いうことでございますので、そのところでお示しいただければと。

避難計画では医療機関のとは個別に、搬送手段とかですね、搬送車両、そして受入先、

それと個別に調整すると、現在定められておりますけれども、実際、各医療機関におきま

して、各々がそういった手法を個別に検討し、進めていくのはかなり厳しいものがあると。
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もし、可能であれば、マニュアル的なものをですね、医療機関さんはこういった形で、各

自原子力の避難計画等を定められるとか。いってみればマニュアル的なものをお示しいた

だけますと各医療機関の方でも各個別の避難計画等、策定しやすいのではないかと。こう

いった御意見が、市内の意見交換会で出されましたので、この点につきましても御配慮い

ただければと存じます。

以上３点でございます。

○議長

それでは、事務局の方から。

○事務局

私の方から、１点目の重点区域等の本格設定についてですね、これにつきましては今後、

国の指針等を踏まえた本格設定というように申し上げましたが、その設定にあたりまして

は、今頂きました御意見等を踏まえまして、十分その設定区域の市町村の皆さんと協議を

しながら、今後のこういった重点区域の防護措置に支障のないようしっかりと協議して参

りますので、引続きよろしくお願いいたします。

○議長

それでは、ヨウ素剤の件でお願いいたします。

○事務局

２点目の安定ヨウ素剤の配布体制という所ですが、御承知のとおり、まだまだ中身が煮

詰まってないです。事前説明会をやって、お一人お一人配ったりとか、なかなか今現在の

解説書等のやり方では、すごい時間がかかってしまうというな状況があります。それを１

つ１つ市町村さん方の御意見とか、関係機関、協力機関等の御意見を踏まえつつ国といろ

いろ、協議をこれから精力的に進めていきたいと思います。

３点目の医療機関における避難計画のマニュアル的なものですが、これにつきましても

庁内関係各課と連携しながら、対応を図っていきたいと思います。

○議長

他に、御質問御意見ございましたら、お願いいたします。

○菅野裕之委員

県の保健福祉部でございます。緊急時モニタリングの対象域の拡大ということでござい

ます。当部では現在、市町村の水道事業者さんと連携を保ちながら水道水等の検査体制を

確立しておりますけれども、ずっと続けるとなりますと、本番の測定機器等が国の支援等

々で引き続きできましたけれども、ずっと恒常的にランニングと考えて、いつ起きても、

対応できるようにということでいくとすると、機器の補正なり、ランニング費用なりを、

どのように維持確保していけばいいのかなと、不安に思ったものですから、そのへんは制

度的に、こういう財源で支援していくとかいうような見通しがあれば、お聞かせ願いたい。

○議長

事務局、いかがですか。

○事務局

体制を継続していくための維持管理費などでございますが、規制庁などの国の方と協議

する必要があるかと思いますが、緊急時安全交付金等々の中で、対応ができないのかどう

か、そういった点についても、今後受け入れる保健福祉部の方とも十分協議して参りたい
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というふうに考えております。よろしくお願いいたします。

○議長

モニタリングの財源の話になりますので、それぞれの機関でできるものについては、検

討を進めていくようお願いいたします。

他に何かございますでしょうか。

○山本代理（浪江町）

浪江町です。モニタリングポストの実施体制の中で市町村が空間線量の測定、緊急部隊

とここにあるのですが、現在その避難指示が出ている自治体で、そういう要員が確保でき

るかというと、実際そういった事態になると、当然避難誘導とかそちらのほうに重点的に

かかる必要があると思うんですけども、それで実際測定のモニタリングを、実施するにあ

たって、そういった要員が自治体でできるのかという不安がございます。

あと２点目なのですが、モニタリングポストを実際に活用するようになると、報告する

際は、規制庁さんのもあれば、県さんのもの、各省とか各大学で設置したモニタリングポ

ストとか、いろんなモニタリングポストがございまして、なかなかうちの方でも一元的に

見ることができないような状況です。そして公表してるようなポストもあれば、公表して

いないポストもあるということで、県の方でそういったモニタリングポストの一元化とい

うのができないか、お伺いいたします。

今後の見直しの中で、安定ヨウ素剤の事前配布の関係でお伺いしますが、実際避難自体

については、ほとんどの町民が避難先に行っているということで、なかなか事前配布とか

困難な状況にあると思いますが、今現在、４号機の燃料取出しが始まって非常にリスクの

ある作業が始まるということで、浪江町内でも、１日１５００世帯程度ですかね、町内が

立ち入っていますが、人数でみますと３０００人くらいなるんじゃないかと思ってますけ

ども、そういった方、一時滞在している方に対して、どういったヨウ素剤の配布をしてい

いのだろうか、悩んでいる状況でございまして、早い段階での、基準作りとかお願いした

いと思っております。

○議長

事務局の方から、お願いします。

○事務局

放射線監視室でございます。最初の２つの御質問にお答えします。最初の要員が確保で

きないそういった場所があるといった問いでございますが基本的には、いま現在、避難さ

れていていない、という部分につきましては、県あるいは国の方で中心になってサーベイ

等行っていくと、その前段で、まずモニタリングポストやリアルタイム線量計などを十分

活用しつつ、空いている地域については、人が実際に行ってサーベイするということでご

ざいますが、基本的にはどうしても、いないというエリアにつきましては国なり県が中心

に行なっていきたいという考えでございます。

それから、モニタリングポスト、あるいはリアルタイム線量計、いろんなのがあって

その一元的なデータの管理等に関しての問いにつきまして、基本的にはすべて、いわゆる

可搬型、あるいは固定式のモニタリングポストについては、約６００弱ございますけども、

それについては、定期的に県のホームページ、今現在は公表してございますけども、リア

ルタイム線量計と呼ばれているものが、県内に約２７００ございます。これについてはす
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べて規制庁のホームページ等で公表されております。先ほど申し上げたモニタリングポス

トのデータもすべて規制庁の方にあがっておりまして、全体として、規制庁の方でデータ

を管理し公表しているという状況でありまして、今後ともそういうような体制はしっかり

維持していくように考えてございます。

なお、今年度さらに、各市町村からの要望がございまして、可搬型のポストあるいはリ

アルタイム線量計、そういったものについても追加して配備、整備していきたいと思って

おります。以上でございます。

○事務局

続きまして、安定ヨウ素剤の関係ですが、まず、避難中ということもあって、一時帰還

ということで町に入ってきたことに対する１点と、今現在、町に入って作業している方が

万が一どうするかという２点ですが、まずは１点目につきましては、こちらにつきまして

まさしく検討課題ということで、十分問題意識を持って国の方ともやりとりをしていると

ころで、なるべく早くステップ４の中で整理をしていきたいと思っております。もう一点、

今作業をされている方への対応というところですが、これにつきましては、現に各自治体

さんで備蓄している中での、いざという時の対応ということになろうかと思いますが、こ

れにつきましても、具体的にどういう場面でどういうふうに配布するのかというところも、

なかなか詰まっていないところもございますので、こちらについても町さんといろいろ意

見を聞きながら考えていきたいと思います。

なお、今、各町さんで備蓄している中でも、期限切れが間近に迫っているものもありま

すので、これにつきましては、更新ということも視野に入れつつ、町さんとも今後ご相談

していきたいと思っております。以上です。

○議長

よろしいでしょうか。他に皆様からありますでしょうか。

なければ、今後の改正につきましては、手続に沿って最終的に決定をしていくことにな

ります。その手続について事務局から説明をお願いします。

○事務局

それでは事務局より、今後の手続につきまして御説明させていただきます。本日は皆様

から様々な貴重な御意見を頂戴しました。本日の御意見、それから会議終了後、皆様のほ

うから追加の御意見ございましたら、それを頂戴するための照会をしたいと思っておりま

す。大変恐縮ですが、その照会につきましては、大至急お送りしますので、今週中に何か

ございましたら、事務局のほうへお寄せいただければと思っております。

その追加的な御意見、本日の御意見を踏まえまして、修正案を作成したいと考えてござ

います。その修正案でパブリックコメントをかけて参りたいというふうに思います。なお、

パブリックコメントの実施中にありましても、皆様、それから県内全市町村の皆様からも

御意見を頂戴したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長

それでは、今のスケジュールに基づき、皆様から改めて御意見を頂いた上で、修正案を

作成した上で、パブリックコメント等にかけるということでございます。皆様から頂いた

御意見を基に作成する修正案につきましては、議長に御一任いただくことでよろしいでし

ょうか。それではそのような形で進めさせていただきます。
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そういった進め方も含めまして、御意見を頂いたわけですが、モニタリングにつきまし

ても、本計画で反映することや、緊急時モニタリング計画等を作成する段階で反映するこ

と等がございますので、事務局のほうで準備を進めていきたいと思っております。

それではその他の事項といたしまして、２つほどございます。１つは広域避難体制の確

率に向けた検討状況、それから２つ目は緊急広報訓練についてということで、事務局から

説明願います。

○事務局

原子力安全対策課の阿部と申します。それでは、お配りの資料の中で、参考資料の１、

それから参考資料の２、この２つを使いまして御説明させていただきたいと思います。座

って失礼いたします。

まず参考資料の１で、広域避難体制の確立に向けた検討状況でございます。県の地域防

災計画原子力災害対策編の中で、県は市町村域を超える広域避難計画を策定するものとし

ております。これにつきましては、年度内を目途に作業を進めているところでございます。

この計画のイメージでございますけれども、広域避難の基本的なフレームを示すものとし

ておりまして、市町村におきましては、この広域避難計画を踏まえまして、個別に各市町

村の避難計画を策定するとともに、要援護者の避難等につきましては、関係機関が連携し

て個別に対応していくという、広域避難の基本的なフレームを示すといった内容となって

おります。なお、この広域避難計画が作成されるまでの対応としまして、暫定避難手順と

いうものを案として作成しておりますけれども、これにつきまして今後とも内容を詰めつ

つ、進めて共有していくようなこととしております。

この広域避難計画の内容でございますけれども、まず「ア」としまして、避難対象区域

としましては、暫定重点区域としました１３市町村を対象といたします。ただし、現在、

全域避難をされている町村さんにつきましては、帰還のタイミングを見計らいながら、帰

還のタイミングに併せて計画のほうに反映させていきたいと考えてございます。避難先と

いたしましては、県内を基本といたしますけれども、県外、特に茨城県などを想定してい

きたいと考えております。

それから「ウ」の避難ルートにつきましては、現在、避難時間推計シミュレーションと

いうものを別途進めております。これは、避難地区から３０ｋｍ圏外に出るまでの時間に

つきまして、交通量や道路状況などから所要時間を推定するものでございまして、現在作

業を進めているところでございます。そういった結果を踏まえながら、合理的なルートを

選択していきたいと考えております。「エ」としまして、避難のケースとしましては、各

原発の単独災害の場合、それから同時発災の場合、大きくはそういったケースを想定した

いと思いますが、さらに空港でありますとか、避難指示の範囲でありますとか、そういっ

たことについても、先ほどのシミュレーションの中では考慮したうえで最終的に検討して

いきたいと考えてございます。下の２番にスケジュールを表記しておりますけれども、左

側から暫定避難手順というものでございます。これにつきましては、今年の９月に全市町

村に避難先となる方部についての案を提示したところであります。方部は具体的に避難先

の市町村まで含めて、お示しをいたしまして調整をして参りたいと思います。具体的には

裏面のほうに※の１番というところにございますけれども、それぞれの市町村さんの区域

ごとに避難先の方部をお示ししたところでございます。今後はこれも踏まえつつ、具体的
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な避難先の市町村名をお示しをすると。その上で、さらに御意見を踏まえて調整をしてい

くというところでございます。

表面に戻っていただきまして、真ん中の欄の避難時間推計でございますけれども、現在

８月までに様々な条件の整理、それからデータの入手、整理を行ってきたところでござい

ます。この計算結果を踏まえまして、１２月からは避難時間を短縮するためにはどうする

のか、その辺についていろいろ､避難ルートの検討であるとか、段階的な避難についてな

ど、検討して参りたいと。そして最終的に広域避難計画に反映していきたいと考えてござ

います。１番右の広域避難計画につきましては、来月から避難行政区と避難先の施設の具

体的なマッチングを市町村さんに御協力いただきながら進めていきたいと思っておりま

す。さらに輸送車両をどうするかなどにつきましても、具体的に年度内の策定を進めてい

きたいと考えてございます。

なお、１番右の欄のところに国の支援体制というのがございます。これは本県のみなら

ず、他の原発立地県におきましても、避難系計画の広域化につきましては、いろいろ課題

が多いということでございまして、国ほうに対しまして、支援の要望をしていきていると

ころでございます。具体的には裏面のほうを御覧いただきたいと思いますけれども、２番

の国の支援体制ということでございまして、道府県から国のほうに対しましては、広域に

なる際の様々な問題点につきましても支援というものを求めております。これに対しまし

て国は、（２）のところでございますけれども、9 月 5 日に各原発立地地域にワーキング
チームを設置し支援するということにしております。従いまして、このワーキングチーム

の支援も頂きながら、県といたしましては、広域避難計画の策定を進めていきたいという

ことでございます。

最後に裏面の３番の広域避難計画のイメージということで、ポンチ絵を描いてございま

すけれども、広域避難計画の中には、できるだけコミュニティーについては維持をしよう

という考え方がございますので、左側の A 町のイメージですと、上側の行政区につきま
しては、できるだけ B 市の中の一つの体育館となるように、分散させないようにという
イメージがございます。ただ、住宅のようなコミュニティーにつきましては、やはり分散

せざるを得ないということが、真ん中から右側にありますけれども、その場合にあっても

できるだけ距離的には近いところに避難をするという感じとなっております。さらに下の

ほうにいきまして、点線でつないでおります学校、施設、病院などにつきましては、この

計画では個別のマッチングは行わず、大きな考え方を踏まえた上で、機関ごとに個別に検

討する必要があるだろうということでございます。また市町村さんのほうにおきましては、

この計画を踏まえまして、具体的にどこに一時集合場所を設けるかであるとか、どのよう

な形で住民の避難誘導を行うとか、その辺につきまして、具体的な市町村の避難計画を定

めていただく必要があるということでございます。以上、広域避難体制の確立に向けた検

討状況についてでございます。

続きまして、参考資料２におきまして、原子力防災広報訓練につきまして御説明をした

いと思います。震災後、県では総合的な防災訓練につきましては、見送ってきたところで

ございますけれども、今年度から通信訓練については、市町村、関係機関などの御協力の

もとに開始をしているところでございます。さらに 12月下旬を実施時期といたしまして、
原子力広報訓練を開催したいと考えてございます。訓練の目的といたしましては、ここに
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ございますように、原子力発電所において新たな事故が発生した場合、周辺の避難が必要

となった場合を想定しまして、その区域内の滞在者に対しまして、避難の指示を正確かつ

迅速に伝達する体制を確立するということを目的としております。時期については、来月

の下旬、実施の対象区域としましては、福島第一、第二の両発電所の５ｋｍを想定してい

きたいと考えてございます。訓練の内容といたしましては、区域内の滞在者につきまして、

市町村の防災行政無線を、それから携帯電話の緊急速報メール、これは緊急地震速報と同

じように、その区域の中にある携帯電話にはメールが着信するシステムがございます。そ

れを利用したいと考えてございます。さらに区域内を警ら活動、防火活動されています警

察本部さん、それから消防本部さんの広報車両。さらに一時滞在者の携帯するトランシー

バー等の手段を利用していきたいと考えてございます。参加機関につきましては、これも

現在調整中ですけれども、県と関係町、オフサイトセンターに協力いただきながら進めて

いきたいと思っております。内容につきましては、各市町村、警察、消防と具体的に詰め

させていただきたいと考えてございますので、御協力を併せてよろしくお願いいたします。

以上、原子力防災に関する情報として御説明させていただきました。

○議長

ただ今の説明に対しまして、皆さんから御質問等ございましたらお願いいたします。

広域避難計画策定に向けた状況と、広報訓練ということで２つ御説明させていただきま

した。いわき市さんお願いします。

○館代理（いわき市）

広域避難避難計画のほうで一点お願い申し上げたいのですが、当市の場合、これから広

域避難計画を策定するにあたりまして、双葉郡内から本市内に現在避難されております２

万名近い方々、この方々につきましても、策定にあたっての配慮が必要だと考えておりま

す。これにつきまして車両の確保とか、集合場所の設定、それらの問題がございますし、

これらの役割分担につきまして、協議等も必要だと思いますので、実施にあたって広域的

な調整といった課程から御指導、御協力をお願いできればと思いますのでよろしくお願い

いたします。

○事務局

はい、御指摘ありがとうございます。いわき市さんにおかれましては、御指摘のとおり

の課題があろうかと思います。県におきましては、それらの調整の場を検討していきたい

と考えております。

○議長

その他、皆様から御意見、御質問ございましたらお願いいたします。よろしいでしょう

か。

それでは、この２点につきましても、具体的に皆様と協議しながら進めさせていただき

たいと思います、よろしくお願いいたします。

それでは、その他全体を通して御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいで

しょうか。事務局からありますか。

○事務局

特にございません。

○議長
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それでは、以上をもちまして議事を終了させていただきます。事務局のほうにお返しし

ます。

○事務局

それでは、以上をもちまして、平成２５年度第１回福島県防災会議原子力防災部会を閉

会いたします。本日はありがとうございました。


